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ソニー期間社員
雇い止め撤回させた

雇用確保で会社と合意したソニー労組の組合員たち＝3月28日、宮城県多賀城市

　ソニーが東日本大震災を口実に仙台工場の期間社員
150人全員に雇い止めを通告。労働組合に加入した期間
社員たちは、解雇撤回をもとめてたたかってきました。震
災から1年、ついに雇い止め通告を撤回させ、正社員とし
て再就職できるまで会社が責任をもつことをソニーと合意
しました。

判決後に開かれたJAL客室乗務員不当解雇撤回裁判の報告集会＝3月30日、東京都港区

日航裁判で不当判決
東京地裁

が

会社いいなりの
“解雇自由”許すな

　日本航空による不当解雇の撤回をもとめるパイロットと客室乗
務員の裁判で、東京地裁は、会社の主張を丸のみした不当判決
をだしました。会社の勝手な解雇をゆるさないルール「整理解雇
の4要件」※をふみにじる判決に、原告労働者は、「空の安全と労
働者の権利をまもるためにたたかいぬく」と控訴への決意をあら
たにしています。
※「整理解雇の4要件」①人員削減の必然性②解雇回避の努力
③解雇対象者選定の合理性④手続きの妥当性
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